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第７ 住宅団地再生に活用可能な支援措置 
住宅団地再生に係る各種事業について、地方公共団体等が活用可能な国の支援措置を

以下に紹介するので、各地方公共団体において取組を進める上で、必要に応じ参考にされ

たい。 

 

１ 計画策定、協議会活動等ソフト事業に対する支援 
１ 計画策定、協議会活動等ソフト事業に対する支援 担当府省庁 

(１)新しい地方経済・生活環境創生交付金 

（第２世代交付金：ソフト事業） 

内閣官房・ 

内閣府 

(２)住宅市街地総合整備事業（住宅団地ストック活用型） 国土交通省 

(３)住宅団地再生推進モデル事業 国土交通省 
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２ 交流拠点等の整備に対する支援

２ 交流拠点等の整備に対する支援 担当府省庁

(１)新しい地方経済・生活環境創生交付金

（第２世代交付金：拠点整備事業）

内閣官房・

内閣府

(２)地域再生支援利子補給金 内閣府

(３)都市再生整備計画事業

（社会資本整備総合交付金、防災・安全交付金）
国土交通省

(４)都市構造再編集中支援事業 国土交通省

(５)スモールコンセッション（先導的官民連携支援事業） 国土交通省
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＜特定地域再生支援事業＞ 

・地域住民の交通手段確保のためのコミュニティバス、デマンドバス等の取得 

・スポーツ施設など、地域住民の健康増進のための施設等の整備 

・高年齢者向け住宅、子育て支援施設、生活支援サービス拠点等の福祉施設の整 

 備 

・風力発電、太陽光発電、バイオマス燃料等の施設・設備の整備、グリーンビル 

 ディングの新設等 

・遊休施設の活用 
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３ 既存ストックの改修による施設整備に対する支援 

３ 既存ストックの改修による施設整備に対する支援 担当府省庁 

(１)空き家対策総合支援事業 国土交通省 

(２)（上記のうち）空き家対策モデル事業 国土交通省 

(３)優良建築物等整備事業（既存ストック再生型） 国土交通省 

(４)マンション総合対策モデル事業 国土交通省 

(５)長期優良住宅化リフォーム推進事業 国土交通省 
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４ 住まいの確保等に対する居住支援 
４ 住まいの確保等に対する居住支援 担当府省庁 

(１)サービス付き高齢者向け住宅整備事業（スマートウェルネス住宅

等推進事業） 
国土交通省 

(２)人生 100 年時代を支える住まい環境整備モデル事業（スマートウ

ェルネス住宅等推進事業） 
国土交通省 

(３)こどもの居場所づくり支援体制強化事業 こども家庭庁 
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５ モビリティの確保に対する支援 
５ モビリティの確保に対する支援 担当府省庁 

(１)新しい地方経済・生活環境創生交付金 

（第２世代交付金：ソフト事業）      ⇒１（１）参照 
内閣官房・内閣府 

(２)地域公共交通確保維持事業 国土交通省 

(３)地域の公共交通×脱炭素化移行促進事業 環境省・国土交通省 
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６ アドバイザー紹介・派遣等 

６ アドバイザー紹介・派遣等に対する支援 担当府省庁 

(１)地域活性化伝道師 内閣府 

(２)ＰＰＰ／ＰＦＩ専門家派遣制度 内閣府 

(３)ＵＲによる住宅団地再生に係るコーディネート業務の特例 
内閣府 

（（独）都市再生機構） 

(４)スモールコンセッション（専門家派遣） ⇒２（５）参照 国土交通省 
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